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文
化
ス
ポ
ー
ツ
課 

☎
66
◆

1
2
2
2

公
園
グ
ラ
ウ
ン
ド

陸
上
競
技
場
利
用
停
止

芝
生
の
養
生
の
た
め
、
競
技
場

の
利
用
を
停
止
し
ま
す
。

な
お
、
フ
ィ
ー
ル
ド
内
の
一
部

利
用
や
ト
ラ
ッ
ク
の
使
用
は
可
能

で
す
。

※
予
約
シ
ス
テ
ム
で
の
申
し
込
み

は
で
き
ま
せ
ん
。

期
　
間　
6
月
2
日
㈫
〜
7
月
31

日
㈮　

問
合
先　
公
園
グ
ラ
ウ
ン
ド

　

☎
57
◆

２
７
１
１

観
光
商
工
課 

☎
66
◆

1
1
1
8

「
創
業
者
相
談
」を
始
め
ま
す

創
業
を
目
指
す
方
の
悩
み
ご
と

や
課
題
に
つ
い
て
、
専
門
家
が
無

料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
　
き　
毎
月
第
2
・
4
木
曜
日

（
4
月
は
9
日
・
23
日
）

①
午
後
2
時
〜
3
時

②
午
後
3
時
〜
4
時

と
こ
ろ　
市
役
所　

産
業
環
境
部

会
議
室

対
　
象　
市
内
在
住
ま
た
は
市
内

で
創
業
を
目
指
す
方

相
談
員　
蒲
郡
商
工
会
議
所
中
小

企
業
相
談
所
職
員
ま
た
は
金
融

機
関
職
員

申
し
込
み
・
問
合
先　
相
談
日
の

2
日
前
ま
で
に
直
接
ま
た
は
電

話
で
観
光
商
工
課
へ
。（
申
し
込

み
順
）

長
寿
課 

☎
66
◆

1
1
0
5

寿
楽
荘
へ
行
こ
う

無
料
送
迎
バ
ス
を
利
用
し
よ
う

寿
楽
荘
は
市
内
在
住
の
60
歳
以

上
の
方
が
入
浴
、
カ
ラ
オ
ケ
、
民

踊
、
3
Ｂ
体
操
、
健
康
体
操
、
卓

球
、
ヘ
ル
ス
ト
ロ
ン
、
マ
ッ
サ
ー

ジ
機
、
健
康
相
談
、
囲
碁
、
将
棋

な
ど
、
無
料
で
利
用
で
き
る
施
設

で
す
。

水
曜
日
は「
ふ
れ
あ
い
入
浴
の
日
」

毎
週
水
曜
日
は
寿
楽
荘
へ
の
往

復
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
無
料
バ

ス
を
市
内
一
円
に
巡
回
さ
せ
て
い

ま
す
。
入
浴
し
た
り
、
カ
ラ
オ
ケ

や
演
芸
・
民
踊
な
ど
、
一
日
楽
し

く
過
ご
し
て
い
た
だ
く
事
業
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

◆
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
催
し
　

午
後
0
時
30
分
〜
1
時
30
分

◇
演
芸
な
ど　
第
3
水
曜
日

◇
民
踊
ク
ラ
ブ

　
第
2
水
曜
日（
偶
数
月
）

問
合
先　
寿
楽
荘

　

☎
59
◆

７
４
１
１

財務課 ☎66◆1158

市が保有している公共
施設の老朽化が進んでいま
す。古い施設をそのまま維
持・更新しようとすれば多
くの費用がかかります。こ
れは蒲郡市だけでなく全国
的な課題となっています。
市は、公共施設の現状を
分析した白書の発行、市民
アンケートや市民会議を行
い、平成27年度中に人口
減少や少子高齢化を見据
えた持続可能な公共施設の
あり方を示した基本方針の
策定を目指します。

市が保有する251施設

2015.4

30

「

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
」
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す

4
月
か
ら
、」生
活
困
窮
者
へ
の
支
援
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

景
気
の
低
迷
な
ど
に
よ
り
、
失
業
や
非
正
規
雇
用
、
低
収
入
な
ど

で
、最
低
限
の
生
活
を
維
持
で
き
な
く
な
る
人
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
」は
、
経
済
的
な
問
題
で
生
活
に
困

っ
て
い
る
人
、
長
く
失
業
し
て
い
る
人
、
働
い
た
経
験
が
な
く
不
安

な
人
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
人
が
、
自

立
し
た
生
活
を
営
め
る
よ
う
に
支
援
す
る
制
度
で
す
。

生
活
保
護
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
生
活
保
護
に
い
た
る
前
の
セ
ー

フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
し
て
、
支
援
員
が
相
談
に
応
じ
、
そ
の
人
が
抱

え
て
い
る
状
況
や
問
題
に
対
応
し
た
支
援
へ
と
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
ず
に
、
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

福
祉
課 

☎
66
◆

1
1
0
4

10,0000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 （㎡）

昭和28年以前

29-33

34-38 市役所本館、竹島水族館

39-43 市民体育センター競技場

44-48 市民会館、図書館、公園グラウンド

49-53 博物館、斎場、寿楽荘

54-58 市役所新館、勤労福祉会館、文化広場

59-63

平成1-5 生きがいセンター

6-10 市民病院、保健医療センター、生命の海科学館、クリーンセンター

11-15

16-20

平成21年以降 消防本部、競艇場

ユトリーナ蒲郡

学校給食センター

築
30
年
以
上　
約
65
％

築
40
年
以
上　
約
50
％

主な施設名

10
年
後
に
は
、

築
30
年
以
上
の

建
物
が
約
90
％
に
！

考える・公共施設①

多くの小・中学校、保育園

延床面積


